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はじめに 
 

少子高齢化や高度情報化の進展、あるいはライフスタイル

の多様化など、社会情勢の急速な変化は、地域においてさま

ざまな課題を生み出しています。 

このような中で、男女共同参画社会基本法の制定から１０

年が経過し、地域の中で生活する一人ひとりの多様な価値観 

が尊重され、さまざまな活動への参加や選択の機会が平等に確保されることにより、

その個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現がこれまで以上に求

められています。 

こうした社会の実現を目指し、暮らしやすい地域をつくっていくためには、その

地域に暮らす一人ひとりが目標を共有しあい、それに向かって地域ぐるみで取り組

んでいくことが重要です。 

 本計画の策定にあたっては、市民の皆様の声を広く反映させたいとの思いから、

市民意識調査の実施や意見交換会等の開催など、さまざまな機会を通じてご意見を

お聴きし、市民の皆様方との協働により作り上げました。 

今後は、本計画に基づき、市民の皆様や各種団体、企業、関係機関の方々ととも

に、協働して地域における男女共同参画社会の実現に向けた取り組みを推進してま

いりたいと考えております。今後とも皆様方には、引き続きご理解とご協力をお願

い申し上げます。 

 結びに、本計画の策定にあたり、貴重なご意見やご提案を頂戴いたしました多く

の市民の皆様をはじめ、多大なご尽力を賜りました香取市男女共同参画推進懇話会

並びに関係者の皆様に心より感謝申し上げます。 

 
平成２２年３月 

香取市長  宇井 成一 
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香取市男女共同参画計画とは 
 

少子高齢社会の進展、ライフスタイルの多様化をはじめとした社会情勢の急速な変

化は、地域においてさまざまな課題を生み出しています。 

このような中で、将来にわたり持続可能な社会であるためには、男女が性別にかか

わりなく、さまざまな活動に自由に参加でき、選択の機会が平等に与えられることで、

その個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現が求められています。 

 

国において平成 11 年に策定された「男女共同参画社会基本法」では、男女共同参画

社会を「男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分

野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社

会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会」として

います。言い換えれば、これまでの社会のあり方を男女平等の視点に立って、仕事、

家庭、地域などあらゆる分野で見直しをすることにより、誰もがいきいきと活躍でき

る社会を描くことができます。 

これまでに「男女雇用機会均等法※」や「育児・介護休業法※」など法整備の枠組み

はされてきましたが、身近な地域社会のなかでは長い間に形成された性別による固定

的な役割分担意識やそれに基づく社会慣行により、家事や育児・介護等の役割分担は

女性に、家計を支える負担は男性に偏るなどの現状をみることができます。 

こうした現状は、急速な少子化の背景の一つとされ、働き方をめぐるさまざまな課

題が指摘されており、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）※はこれから

の男女共同参画においても重要な課題となっています。 

一方、同基本法では、５つの基本理念とともに、国、地方公共団体、国民それぞれ

が果たすべき責務を定めており、地方公共団体の責務として「基本理念に基づき、男

女共同参画社会づくりのための施策に取り組む」及び「地域の特性を活かした施策の

展開」が掲げられています。 

 

そこで、本市においても、男女共同参画社会の実現を目指し、これまでさまざまな

施策の展開を図って参りました。しかしながら、社会の動きに連動し、地域の深刻な

課題が徐々に浮き彫りになってきています。 

そのため、これらの課題を解決し、暮らしやすい地域をつくっていくためには、地

域の中で生活する一人ひとりの多様な価値観が尊重されることで、暮らしていくこと

の楽しさが実感され、相談できる仕組みや支えあう体制などにより、地域におけるさ

まざまな課題の解決に向け、男女がともに手を携えあい地域ぐるみで取り組んでいく

ことが重要であることから、その指針となる計画を策定することとしました。 

本計画では、市民意識調査の結果を踏まえ、調査結果から導き出された課題を目標

に設定し、その課題解決に向けた施策の方向を定めるとともに、市民との意見交換会
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を開催するなど、市民との協働※により作り上げ、市民の意見を反映させることに重

点を置き策定しました。 

また、まちづくりの基本指針である香取市総合計画では「市民協働による暮らしや

すく人が集うまちづくり」を基本理念にさまざまな取り組みが行われています。本計

画もそうした取り組みの一翼を担い男女が性別にかかわりなく、その個性と能力を十

分に発揮して、社会のあらゆる分野における活動に参画し、共に責任を担うために必

要な施策と位置づけることができます。 

さらに、本市では香取市市民協働指針（かとりの風）を策定していますが、本計画

の推進にあたり、この指針を併せて推進することによって、総合的かつ実践的な施策

の展開が図られ、誰もが心豊かに暮らせる社会の実現に資することができると考えて

います。 

 

したがって、本計画は、男女共同参画社会の実現を目指し、男女を取り巻く地域の

さまざまな課題を、市民をはじめ、各種団体や企業などの多様な主体と行政との協働

により解決するために策定するものです。 
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第１章 計画の概要 
 
 
 

 



 

 
 

 



 

１．計画の目的 

 

 

男女共同参画社会基本法に基づいて策定された国の男女共同参画基本計画は平成

17 年に第２次が策定されています。 

本市においても同計画の趣旨や理念等を踏まえ、男女が、互いにその人権を尊重し

つつ、喜びも責任も分かちあい、それぞれの個性と能力を十分に発揮できる男女共同

参画社会の実現に向けた取り組みを推進するため、ここに香取市男女共同参画計画を

策定しました。 

 

 

 

 

 

２．計画の位置づけ 

 

（１）この計画は、国の「男女共同参画社会基本法」「男女共同参画基本計画（第

２次）」及び県の「千葉県男女共同参画計画（第２次）を踏まえて策定して

います。 

 

（２）この計画は、「香取市総合計画」の部門計画として位置付けられ、他の関連

する部門計画との整合性を図りながら策定しています。また、「香取市市民

協働指針（かとりの風）」との双方向的かつ一体的な関連性に配慮し策定し

ています。 

 

（３）この計画は、男女共同参画社会の実現に向けて市が目指している方向性や方

策を明らかにすることにより市内で活動する市民、企業等の理解と協力を期

待するものです。 
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男女共同参画社会基本法 
基本理念 

１．男女の人権の尊重 

２．社会における制度又は慣行についての配慮 

３．政策等の立案及び決定への共同参画 

４．家庭生活における活動と他の活動の両立 

５．国際的協調 

男女共同参画基本計画 
（第２次） 

千葉県男女共同参画計画 
（第２次） 

香取市男女共同 
参画計画 

計画の位置づけ 

関連する個別計画 

香取市市民協働指針 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

香取市総合計画  
 
 

 

 

３．計画の期間 

 
この計画の期間は、平成 22 年度から平成 31 年度までの 10 年間とします。ただし、

今後の社会情勢や環境の変化などを考慮し、必要に応じて見直しを行います。 
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第２章 計画の考え方と目標 
 
 

  



 

 
 

  



 

１．基本理念 

 

 
 

 
 
 
 
 

互いに支えあい、 

一人ひとりが尊重され笑顔の溢れる地域 

 
 
 
男女共同参画社会の実現は、「香取市市民協働指針（かとりの風）」においても、「互

いに支えあい、一人ひとりが尊重され笑顔の溢れる地域でありましょう。」という一つ

の柱の中に位置づけられていることから、指針との一体的な関連性に配慮し、この柱

を本計画の基本理念とします。 
「互いに支えあい、一人ひとりが尊重され笑顔の溢れる地域」とは、男女が共に協

力しあい、互いの人権を尊重しつつ、さまざまな活動に自由に参加でき、多様な生き

方を選択できる機会が平等に確保され、共に責任も分かちあう地域を意味しています。 
この基本理念は、市民、企業、行政が互いに連携し、それぞれ役割を分担しあいな

がら、協働して地域における男女共同参画社会の実現に向けて取り組んでいくことが

重要であることを示しています。 
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２．基本目標 

基本理念を踏まえ、次の４つを基本目標とします。 

 

（１）仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の促進 

アンケート調査では、仕事と家庭生活等との関係において現状は「仕事を優先」と

する人が最も多いものとなっていますが、希望としては「仕事を優先」は少なく、「仕

事と家庭生活をともに優先したい」及び「仕事と家庭と地域・個人の生活をともに優

先したい」が大半となっています。 

こうした希望を叶えるため、男女が仕事と家事、育児・介護の家庭生活及びその他の活

動のバランス、いわゆる仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）を図ることで、

従来の仕事中心の生き方を見直し、職場、家庭、地域のバランスのとれたライフスタイル

を目指します。 

また、結婚等を理由に離職した女性など、働こうとする女性にとっては「周囲の理

解・協力」が重要な要素であることから、就労につながる支援に努めます。 

 

（２）地域が一体となって心豊かに暮らせる社会づくりの推進 

アンケート調査では、「男は仕事、女は家庭」といった性別による固定的役割分担意

識※は、国の調査と比べ低いものとなっていますが、具体的な場である「家庭」や「学

校教育」「社会通念や慣習」などにおいては、男性の方が女性よりも優遇されていると

考える市民の割合が高くなっています。 

性別による固定的な役割分担意識を前提とした制度、慣行は男女共同参画の推進を

阻害する要因となることから、家庭、学校、地域、職場などあらゆる場において男女

平等への認識を深めるとともに、必要に応じて見直しを図ります。 

また、これからの少子高齢社会に対応するために、性別を問わず誰もが安心して暮

らせる地域づくりを協働により推進します。 

 

（３）互いの人権が尊重される地域社会の推進 

21 世紀は人権の世紀とも言われます。アンケート調査では、約４人に１人が「人権

を侵害されたことがある」としています。男女とも互いの性を十分に理解しあい、人

権を尊重しつつ、相手に対する思いやりを持って生きていくことは何よりも必要とさ

れます。 

配偶者やパートナーからの暴力（ドメスティック・バイオレンス、ＤＶ）やセクシ

ュアル・ハラスメント※など、身体的、精神的な暴力に対しては、人権の擁護という

観点から取り組みを強化していくことが求められることから、被害者への支援を図り

ます。 

男女の人権が尊重しあえるようにするためには、家庭、学校、地域、職場における
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教育・学習の果たす役割が重要であることから、学校教育や生涯学習の充実などに努

めます。 

一方、女性は思春期からの生理、妊娠、出産など生涯を通じて男性とは異なった身

体的特徴があり、こうした点を考慮した女性への健康支援を図ります。 

 

（４）誰もが多様な生き方ができる体制の構築 

男女が、社会のあらゆる分野に主体的に参画していくことができるよう、機会の平

等が確保され、固定的役割分担意識の見直しとともに、市民一人ひとりの自立意識や

能力を高めることができるよう情報共有、学習機会の創出などに努めます。 

また、本市においては意思決定過程への女性の参画は不十分であることから、女性

が参画できる体制づくりに向けた支援に努めます。 

本計画の実現に向け、市民、企業、行政が協働により取り組みます。 
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３．体系 

 

 
仕事と生活の調和

（ワーク・ライフ・

バランス）の促進 

 基本目標 施策の基本方向 施策の方向 

Ⅰ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅱ
(1) 制度・慣行の見直し 1.意識の是正

と制度・慣

行の見直し (2) 固定的役割分担意識の見直し

1.家庭環境の

充実 

(1) 子育て・介護支援の充実 

(3) 就労支援 

(2) 仕事と生活の調和の促進 

(5) 雇用環境の整備 

(4) 労働の場における男女平等の
推進 

(1) 多様な働き方への理解促進 2.多様な働き

方への支援

(2) 家事への取組み支援 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
地 域 が 一 体 と

な っ て 心 豊 か に

暮 ら せ る 社 会

づ く り の 推 進
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(3) 交流の場、活動の場の提供 

2.互いに支え

あう地域の

推進 

(2) 地域福祉の向上促進 

(1) 地域の中での男女共同参画の
推進 

 



 

 

 
基本目標 施策の基本方向 施策の方向  

 
互 い の 人 権 が

尊 重 さ れ る

地 域 社 会 の 推 進

Ⅲ 

 
誰 も が 多 様 な

生 き 方 が で き る

体 制 の 構 築

(3) 男性の生き方支援 

(2) 妊娠・出産に関する支援の充実

(1) 健康増進への支援促進 4.健康支援と

生き方支援

の促進 

(2) 社会における男女平等に 
関する教育・学習の推進 

1.情報共有、
参加・選択
機会の平等
の推進 

(1) 情報共有、学習機会の創出と
相談体制の充実 

3.協働による

体制づくり

の推進 

(1) 推進体制の充実 

2.意思決定過

程への参画

支援 

(1) 意思決定過程への参画促進 

(2) 人材育成のための教育・学習
機会の充実 

(2) 参加・選択機会の平等の推進

(2) 国・県との連携強化 

(1) 人権尊重意識の醸成と社会 
環境の整備 

(2) 相談体制の拡充 

1.意識の醸成
と相談体制
の拡充 

(1) 学校における男女平等に 
関する教育・学習の推進 

3.教育の場に
おける男女
平等に関す
る教育・学習
の推進 

(1) 暴力の防止と被害者支援の充実
2.暴力の防止
と被害者支
援の充実 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅳ 
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第３章 計画の内容 
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基本目標  
 

Ⅰ．仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）

の促進 
 

男女がともに自立した存在として職場と家庭・地域生活を両立できる環境づ

くりに協働で取り組みます。 
 

目  標 
平成 20 年度 

現 状 値 

「家庭生活」における男女の平等感を高める 27.3％ 

「職場」における男女の平等感を高める 21.8％ 

「家庭生活」における男女の平等感 

 
27.3 %

30.2 %

43.1 %

香取市（722）

千葉県（947）

全 国（3,240）

 

 

 

「職場」における男女の平等感 

21.8 %

14.5 %

24.4 %

香取市（722）

千葉県（947）

全 国（3,240）

 

  

 

 
注 ：（ ）内は回答者数 

資料：【市】市民意識調査(Ｈ20) 【県】県民意識調査(Ｈ16) 【国】世論調査(Ｈ21) 

 

 施策の基本方向 

 
１．家庭環境の充実 

 

 
２．多様な働き方への支援 
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施策の基本方向１．家庭環境の充実 

【 現状と課題 】 

家庭における男女共同参画を推進するためには、男女が互いに協力して家族の一員

としての責任を担うとともに、子育てや介護に対する社会的な支援が求められます。 
これまで家事や子育て・介護は女性の役割と考えられ、現在もその多くを女性が担

っている状況にあります。育児・介護休業法など子育てや介護等の法整備は図られて

きましたが、実態としては職場に利用しにくい雰囲気があったり、子どもを持つ女性

の周囲への気兼ね意識などから十分に活用されていない現状にあります。 
アンケート調査において、日常的なさまざまな仕事に対する「夫婦（男女）同程度」

の理想と現実の乖離が大きいのは、「子どもの学校行事等への参加」「乳児・幼児の世

話」「役所等への用事・書類の作成」などをあげることができます。また、「仕事と家

庭生活等をともに優先したい」と考えている人が６割を超えているなかで、現状では

３割程度と、仕事と家庭生活等を両立しにくい現実となっています。 
男女が共に仕事と家庭生活等を両立していくためには、「育児・介護休業制度を利用

しやすい職場環境を整備すること」や「育児・介護休業中の賃金や手当などの経済的

支援を充実すること」「保育所や学童保育の整備、保育時間の延長など保育内容を充実

すること」といった各種制度や支援の充実が「周囲の理解と協力」の回答とともに上

位にあげられています。 
仕事と家庭生活を両立するための環境整備の充実に向け、市民、企業、行政が協働

で取り組みます。 
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● 日常的な仕事の分担 

注：（　）は回答者数。５％未満の数値は表記していない。無回答は除く。注 ：（ ）は回答者数。５％未満の数値は表記していない。無回答は除く。 
資料：香取市「男女共同参画に関する市民意識調査」平成 20 年 

26.6

36.9

50.4

86.3

21.4

74.2

68.1

84.4

20.5

56.4

7.2

32.0

18.6

62.1

8.6

59.7

32.5

29.8

32.7

55.5

54.2

52.6

72.4

40.6

17.8

28.6

34.0

8.4

17.0

21.0

8.4

10.2

22.3

9.2

10.2

40.0

7.8

5.9

8.4

6.3

12.6

12.3

39.4

18.8

48.5

5.6

43.7

11.8

42.8

16.9

8.0

28.8

25.3

18.5

22.3

17.2

7.1

理想 ( 668)

現実 ( 648)

理想 ( 668)

現実 ( 644)

理想 ( 668)

現実 ( 640)

理想 ( 668)

現実 ( 640)

理想 ( 668)

現実 ( 640)

理想 ( 668)

現実 ( 640)

理想 ( 668)

現実 ( 620)

理想 ( 668)

現実 ( 618)

理想 ( 668)

現実 ( 604)

夫（男性） 妻（女性）

夫婦（男女）同程度 子ども

家族全員 その他の人

わからない・該当なし

食事の支度

食事の後かたづけ、

食器洗い
　

掃除
　

洗濯

　

食料品・日用品の

買物

　

役所等への用事
・書類の作成

　

乳児・幼児の世話

（現在または過去に）

　
　

子どもの学校行事等
への参加

　

高齢者の世話（介護）

単位：％

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
● 仕事と家庭生活両立のための環境整備 

 ( 回答者数=660)

44.2%

40.2%

37.4%

12.7%

19.8%

14.5%

24.1%

5.9%

7.6%

19.8%

3.0%

39.8%

4.1%

0.9%

１ 代替要員の確保など、育児・介護休業制度を

      利用しやすい職場環境を整備すること　　　　　

２ 育児・介護休業中の賃金や手当などの経済的

支援を充実すること　　　　　　　　　　　　　　

３ 地域の保育所や学童保育の整備、保育時間  

  の延長など保育内容を充実すること　　　　　　

４ 職場内に保育施設を整備すること                 

５　在宅勤務やフレックスタイム制度など、柔軟な 

勤務制度を導入すること 　　　　　　　　　　　

６　残業を減らすなど、年間労働時間を短縮する

  こと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

７　子育てや介護などを理由に退職した者をもとの

職場で再雇用する制度を導入すること　　　

８　男性中心の職場運営を見直すこと 　　　　　　　

９　賃金や昇進などの男女間格差をなくすこと 　　

１０　パートタイマーなど非正規社員の労働条件を 

改善すること 　　　　　　　　　　　　　　　　　

１１　職業上、必要な教育・訓練等の機会や内容を

充実すること　　　　　　　　　　　　　　　　　

１２　男女が共に仕事と家庭を両立していくことに　

対して、周囲の理解と協力があること　

１３　わ　か　ら　な　い 　　　　　　　　　　　　　　　　

１４　そ　　　の　　　他　　　　　　　　　　　　　　　　　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
資料：香取市「男女共同参画に関する市民意識調査」平成 20 年
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● 仕事と家庭生活の理想と現実 
 

注：（　）は回答者数。５％未満の数値は表記していない。「その他」と無回答を除く。
　　全国値は、内閣府に
注 ：（ ）は回答者数。５％未満の数値は表記していない。「その他」と無回答を除く。 
資料：香取市「男女共同

   全国値は内閣府「  

11.2

5.1

27.7

25.0

27.7

15.1

32.4

21.4

27.7

34.9

18.7

22.8 6.6

9.7

7.2

7.3

14.7

30.7

5.0

11.3

全　国（3118）

香取市（ 700）

全　国（3118）

香取市（ 697）

「仕事」を優先 「家庭生活」を優先

「地域・個人の生活」を優先 「仕事」と「家庭生活」をともに優先

「仕事」と「個人生活」をともに優先 「家庭生活」と「個人生活」を優先

「仕事」と「家庭」と「個人」を優先 わからない

理想

現実

より。

単位：％

 

 

 

 
 
 
 
【 施策の方向 】 

（１）子育て・介護支援の

子育てや高齢者等の介護を

るよう、さまざまな働き方に

度の定着と利用促進を図りま

 

事業名 

乳幼児医療費助成の充

実 

経済的

成を行

乳児保育・延長保育の充

実 

安心し

け乳幼

図りま

一時保育の充実 保護者

に保育

す。 

病児・病後児保育の検討 多様化

後児保

放課後児童クラブの充

実 

保護者

教室等

ます。

地域子育て支援センタ

ーの充実 

子育て

の育成

ファミリーサポートセ

ンターの充実 

乳幼児

援助を

となり

援助活
資料：香取市「男女共同参画に関する市民意識調査」平

よる「男女共同参画社会に関する世論調査」参画に関する市民意識調査」平成 20 年 

男女共同参画社会に関する世論調査」平成 19 年８月 成 20 年

（平成19年８月調査）
充実 

する人、その家族が安心して仕事や地域活動に参画でき

対応した支援の充実を図るとともに、育児・介護休業制

す。 

事業内容 担当課 

負担を軽減するため、乳幼児の医療費の助

います。 子育て支援課 

て働きながら子育てができるよう、産休明

児保育及び早期・夜間の延長保育の充実を

す。 

子育て支援課 

の勤務形態や病気等により、緊急・一時的

に欠ける児童に対する保育の充実を図りま 子育て支援課 

する保育ニーズに対応するため、病児・病

育について検討します。 子育て支援課 

が働きやすい環境整備のため、学校の空き

を利用した放課後児童クラブの充実を図り

 

子育て支援課 

に関する相談や情報提供、子育てサークル

支援などを行います。 子育て支援課 

や児童を自宅で預かる等、子育てに関する

受けたい人と、援助を提供できる人が会員

、その間をセンターが調整し、会員相互の

動の充実を図ります。 

子育て支援課 
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地域における子育て支

援体制の整備 

地域で子育てを支える機運を醸成し、地域ぐるみ

の子育て支援体制を整備します。 子育て支援課 

保育所についての情報

提供の充実 

保護者が働きやすい環境づくりのため、保育所の

入所等に関する情報提供の充実を図ります。 子育て支援課 

子育てに関する相談及

び情報提供の充実 

子育てに関する悩みを相談しあえるよう、相談体

制及び情報提供の充実を図ります。 子育て支援課 

育児・介護休業法制度の

普及・啓発 

リーフレット等の配布により、育児・介護休業法

の普及・啓発を行います。 子育て支援課 

保健福祉サービスの充

実、介護予防の推進 

健康診査、健康づくりのための運動や学習機会、

仲間作り、ボランティア活動を通して、介護予防

の推進を図ります。 

国保年金課 

健康づくり課 

介護福祉課 

在宅福祉サービスの充

実 

高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を続けて

いけるよう、配食サービス等の生活支援対策を充

実させるとともに、安全対策など、地域密着型サ

ービスの基盤整備を図ります。 

介護福祉課 

介護保険サービスに関

する情報提供の促進 

要介護等高齢者を抱える家族を支援するために、

介護保険制度等に関する情報の提供を促進しま

す。 

介護福祉課 

介護支援体制の充実 高齢者やその家族等からの相談に対し、適切な助

言・指導を行うとともに、定期的に情報収集を行

うことにより、継続的に支援していきます。 

介護福祉課 

障害福祉サービスの充

実 

ホームヘルプサービス・ショートステイ・日中一

時支援事業等の各種事業を実施し、障害者及び介

護者の日常生活や社会生活を支援します。 

障害福祉課 

ひとり親家庭への生活

支援の充実 

ひとり親家庭に対する医療費助成の実施等、生活

面での自立を支援するとともに、相談体制の充実

を図ります。 

子育て支援課 

 

（２）家事への取組み支援 

男女が家族の一員としての役割を担うことができるよう家庭内の慣行や役割分担の

見直しを図るとともに、男性が家事に関わることへの理解を深めます。 
 

事業名 事業内容 担当課 

家庭における男女共同

参画の促進 

家族が協働して家事全般に取り組むよう、意識の

啓発に努めます。 市民活動推進課 

家事に関する学習機会

の提供 

料理教室や育児参加を促す講座等を開催します。 

生涯学習課 
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施策の基本方向２．多様な働き方への支援 

【 現状と課題 】 

男女共同参画社会の実現においては、男女が社会のあらゆる分野の活動に対等に参

画し、責任を分かちあうことが求められますが、自己実現の手段の一つとして職業は

重要な意味をもっています。 
しかし、出産や子育てを機に離職した女性が再び職に就く機会は十分に確保されて

いないのが現状です。 
アンケート調査において、今後どのような形で働きたいかについては、パートタイ

ム・アルバイトを６割以上の人があげています。パートタイム・アルバイト労働は、

自分の生活に合わせた時間で働ける利点はあるものの、労働条件等で改善すべき点も

あり、適正な労働条件を確保していく必要があります。 
女性が働き続けられるよう支援するとともに、子育てなどで離職しても再就職をは

じめとしてさまざまな活動に再び従事することができるよう、多様なチャレンジを支

援します。 
なお、本市では、農業、商工等、自営業に従事する女性は労働力としてだけではな

く、地産地消や農産物加工、都市住民との交流等を通じ、地域活性化の担い手として

重要な役割を果たしていることから、農業や商工自営業における女性の経営参画を促

進するとともに、担い手として関係団体や地域の方針決定への参画についても協働に

より促進していく必要があります。 
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● 共働きの状況 

 

 

 

 

62.5

58.3

73.2

82.6

69.1

48.1

43.1

37.5

41.7

26.8

17.4

30.9

51.9

56.9

共働きをしている 共働きをしていない

香取市　全体　　　（725）

20歳代　　（77）

30歳代　　（98）

40歳代 　（104）

50歳代 　（177）

60歳代 　（180）

70歳以上  （60）

単位：％

注 ：（ ）は回答者数。 
資料：香取市「男女共同参画に関する市民意識調査」平成 20 年  

● 就業のあり方の理想と現実 
 

18.5

22.5

30.1

9.6

23.2

9.2

9.6

19.

13.0

15.8

22.3

理想

現実

理想

現実

理想

現実

結婚や出産にかかわらず、
仕事を続ける

子育ての時期だけ一時家庭に入り、そ
の後は常勤(ﾌﾙﾀｲﾑ)で仕事を続ける

子育ての時期だけ一時家庭に入り、
その後はﾊﾟｰﾄﾀｲﾑ、ｱﾙﾊﾞｲﾄ等で
仕事を続ける

女性自身            男性からみた　　　
の働き方　　　　　 配偶者の働き方　 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

● 働きたい形 

22.6

60.0

15.0

45.5

18.2

25.0

12.5

14.3

66.0

30.

75.0

54.5

72.7

87.5

71.4

常勤(ﾌﾙﾀｲﾑ) ﾊﾟｰﾄ､ｱﾙﾊﾞｲﾄ

50.0

100.0

在宅勤務 自ら事業経営 家業の手

香取市  （53）

男  性  （10）

女  性  （41）

20歳代  （11）

30歳代  （11）

40歳代  （12）

50歳代   （8）

60歳代   （7）

70歳以上 （1）

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

注：（　）は回答者数。５％未満の数値は表記していない。無回答は注 ：（ ）は回答者数。５％未満の数値は表記していな

資料：香取市「男女共同参画に関する市民意識調査」平 

23  
（回答者数=女性 405 / 男性 292)

9

21.0

31.4

単位：％

　女性からみた
　 娘の働き方の理想

 

31.9 26.0

資料：香取市「男女共同参画に関する市民意識調査」平成 20 年
0

9.1

10.0

8.3 8.3

14.3

5.7

5.0

8.3

伝い その他

単位：％

除く。い。無回答は除く。 
成 20 年 



 

【 施策の方向 】 

（１）多様な働き方への理解促進 

育児・介護休業法に基づく短時間勤務制度をはじめ、フレックスタイム※、在宅ワ

ーク等、働きながら子育てや介護を行う勤務形態について企業の理解を促進します。 
 

事業名 事業内容 担当課 

パートタイム労働法・労

働者派遣法の周知 

リーフレット等を窓口に設置するとともに、企業

に対する周知を図ります。 商工観光課 

多様な就業形態に関す

る情報の収集と提供 

フレックスタイムや在宅ワークなど、多様な就労

形態に関する情報の収集と提供を行います。 商工観光課 

 

（２）仕事と生活の調和の促進 

男性の家事・子育て・介護に対する参加が当たり前と考えられるような風土を目指

し、市民意識の改革と地域や職場の理解促進に努めます。また、ワーク・ライフ・バ

ランス実現に向け、働き方の見直しに関する意識啓発や企業への取り組み支援を図り

ます。 
 

事業名 事業内容 担当課 

家庭におけるワーク・ラ

イフ・バランスの普及・

啓発 

講座の開催等により、市民への意識啓発に取り組

みます。 
市民活動推進課

企業へのワーク・ライ

フ・バランスの普及・啓

発 

リーフレット等を窓口に設置するとともに、関係

機関と連携し、企業への意識啓発に取り組みま

す。 

市民活動推進課

商工観光課 

市職員へのワーク・ライ

フ・バランスの普及・啓

発 

育児・介護にかかる休業等の制度の周知により、

市職員への意識啓発に取り組みます。 
市民活動推進課

職員課 
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（３）就労支援 

育児・介護を理由に離職した女性の再就職を支援するため、関係機関との連携のも

と職業訓練や就業相談、情報提供に努めます。 
 

事業名 事業内容 担当課 

就労や再就職に関する情

報の提供 

ハローワークとの連携を図りながら、就労や再就

職に関する情報提供を行います。 商工観光課 

起業への支援の促進 融資制度等の情報提供、学習機会の提供を通じて

支援を行います。 商工観光課 

職業能力・技術を習得す

る学習情報の提供 

広報等を通じ、学習情報の提供を行います。 

商工観光課 

 

（４）労働の場における男女平等の推進 

女性がその能力を十分に発揮することができるよう、企業及び労働者双方に対し、

男女雇用機会均等法の周知を図ります。 
また、農業や商工等の自営業に従事する女性の経営参画を促進します。 
 

事業名 事業内容 担当課 

男女雇用機会均等法等の

普及・啓発 

リーフレット等を窓口に設置するとともに、企業

への普及・啓発を図ります。 商工観光課 

男女共同参画に関する企

業への普及・啓発 

男女共同参画に関するリーフレット等を配布し、

企業への普及・啓発を図ります。 
市民活動推進課 

商工観光課 

男女共同参画に関する企

業の研修等への支援 

企業が男女共同参画に関する研修等を実施する

際の協力・支援等を検討します。 
市民活動推進課 

商工観光課 

農業における家族経営協

定の締結促進 

家族経営が基本となる農業において、家族の就業

条件を明確化する家族経営協定※の締結を促進

します。 

農政課 

農業委員会 

自営業等における男女の

経営参画の啓発 

家族経営を基本としている自営業において、男女

が対等に経営参画するための意識啓発に取り組

みます。 

商工観光課 
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女性の能力発揮の促進 消費者ニーズの変化に対応し、女性の地域活性化

の担い手としての活動を支援します。 
農政課 

商工観光課 

少ない職業分野への参画

支援 

職業分野における性別による偏りを解消するた

め、男女がそれぞれ少ない分野への参画を支援し

ます。 

商工観光課 

（５）雇用環境の整備 

労働者が多様で柔軟な働き方が選択できるよう適正な処遇・労働条件が確保される

よう企業への啓発に努めます。 
 

事業名 事業内容 担当課 

企業への男女共同参画表

彰制度の周知 

千葉県男女共同参画推進事業所表彰制度につい

て、企業への周知に努めます。 市民活動推進課 

育児・介護休業法制度の

普及・啓発（再掲） 

リーフレット等の配布により、育児・介護休業法

の普及・啓発を行います。 子育て支援課 
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基本目標  

Ⅱ ． 地 域 が 一 体 と な っ て 心 豊 か に 暮 ら せ る   

社会づくりの推進 
 

性別による固定的役割分担意識の是正に向けてさまざまな啓発・普及を行い、

慣行・慣習を見直し、市民と行政との協働により取り組みを推進します。 
 
 

目  標 
平成 20 年度 

現 状 値 

「男は仕事」「女は家庭」という役割分担意識にとらわれない人の割合を高める 53.4％ 

「法律や制度」における男女の平等感を高める 39.5％ 

「社会通念や慣習」における男女の平等感を高める 10.4％ 

 

「男は仕事」「女は家庭」という役割分担意識にとらわれない人の割合 

 
53.4 %

54.3 %

55.1 %

香取市（722）

千葉県（947）

全 国（3,240）

 

 

 

「法律や制度」における男女の平等感 

39.5 %

36.5 %

44.4 %

香取市（722）

千葉県（947）

全 国（3,240）

注 ：（ ）内は回答者数 

資料：【市】市民意識調査(Ｈ20) 【県】県民意識調査(Ｈ16) 【国】世論調査(Ｈ21) 
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「社会通念や慣習」における男女の平等感 

 
10.4 %

10.2 %

20.6 %

香取市（722）

千葉県（947）

全 国（3,240）

 
 
 

注 ：（ ）内は回答者数 

資料：【市】市民意識調査(Ｈ20) 【県】県民意識調査(Ｈ16) 【国】世論調査(Ｈ21)  

施策の基本方向 

１．意識の是正と制度・慣行の見直し 

２．互いに支えあう地域の推進 
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施策の基本方向１．意識の是正と制度・慣行の見直し 

【 現状と課題 】 

あらゆる分野における男女平等の実現のためには、一人ひとりが性別による固定的

役割分担意識を見直し、男女平等意識を高めることが不可欠です。 
しかし、私たちの意識のなかには、本人が気付く、気付かないに関わらず、性別に

よる固定的役割分担意識が根強く残っています。こうした意識や価値観は、幼い頃か

らの積み重ねによって形成されてきたものであり、多くは、自らがなかなか気付かな

いものとして、男女共同参画社会を実現するうえで、最も基本的な障害となっていま

す。 
また、このような意識を背景として、家庭や地域においても女性を一人前と見なさ

ないようなしきたりや慣習が残されています。 
アンケート調査によると、「男は仕事」「女は家庭」という考え方について、「そう思

わない」が５割を超えており、性別による固定的役割分担意識は徐々に解消されつつ

あります。 
市民一人ひとりがこうした意識を解消する

とともに、家庭や地域における慣行・慣習の

見直しなどをさらに推進していく必要があり

ます。 
 

 
 
● 男女平等のために重要なこと 

 （回答者数=706)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.2%

30.5%

15.3%

18.7%

8.8%

9.1%

3.5%

１　法律や制度の上での見直しを行い、男性と女性によって
扱いが異なり、不平等につながるものを改めること 　

２　男はこうあるべき、女はこうあるべきといった固定的な見 
方や社会通念、慣習、しきたりを改めること　　　 　 　

３　女性自身が経済力をつけたり、知識・技術を習得するな　
ど、積極的に能力の向上を図ること　　　　　　 　　　　

４　女性の就業、社会参加を支援する施設やサービスの充　
実を図ること　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

５　行政や企業などの重要な役職に一定の割合で女性を登 
用する制度を採用・充実すること　　　 　　　　　　　　　

６　わ　か　ら　な　い 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

７　そ　　　の　　　他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 
資料：香取市「男女共同参画に関する市民意識調査」平成 20 年
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【 施策の方向 】 

（１）制度・慣行の見直し 

男女が性別による固定的役割分担意識にとらわれず、さまざまな分野で活動できる

よう家庭、学校、地域、職場における制度や慣行の見直しを働きかけます。 
 

事業名 事業内容 担当課 

男女共同参画の視点に

よる制度・慣行の見直し 

さまざまな分野における制度・慣行について情報

収集を行い、協働により見直しを行います。 市民活動推進課 

男女共同参画の視点に

立った行政刊行物の見

直し 

男女共同参画の視点に立ち、市の行政刊行物の見

直しを行い、表現の徹底を図ります。 市民活動推進課 

 
 

（２）固定的役割分担意識の見直し 

男女がともに性別による固定的役割分担意識にとらわれない多様な生き方を選択で

きる環境づくりを推進します。 
 

事業名 事業内容 担当課 

性別による固定的役割

分担意識の見直し 

「男は仕事、女は家庭」に代表される固定的役割

分担意識の見直しを図ります。 市民活動推進課 

家事全般に関する情報

や学習機会の提供 

男女がともに家事を担うことの重要性を理解し、

子育てや介護への男性の積極的な参加を促すた

め、情報や学習機会の提供を行います。 

子育て支援課 

介護福祉課 

健康づくり課 

生涯学習課 

市民活動推進課 
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施策の基本方向２．互いに支えあう地域の推進 

【 現状と課題 】 

地域を暮らしやすくするためには、男女が共にさまざまな地域活動に積極的に参画

していくことが重要となります。しかし、近年では、少子高齢化の進行などにより、

地域活動の担い手が減少し、地域コミュニティの活力低下が懸念されています。 
アンケート調査においても、今後地域活動へ参画してみたいと考える人は多いもの

の、現状ではあまり参画していない状況が見られます。また、女性が今後参画したい

活動は「趣味、スポーツ、教養、学習、文化に関する活動」「社会福祉分野での活動」

「国際交流・国際協力・国際平和に関する活動」など多岐にわたります。 
誰もがそれぞれの個性や能力を活かして地域のなかで活躍できるよう市民活動セン

ターを活用した支援や連携のための場づくりを市民とともに推進します。 
 
 
 
 
 
 
 
 

● 地域活動への参画 
 （回答者数=706)

22.7%

19.9%

15.2%

3.7%

1.3%

0.7%

5.4%

1.2%

3.0%

0.8%

15.7%

0.7%

43.1%

15.2%

10.4%

9.3%

10.3%

8.8%

18.0%

11.1%

23.1%

14.6%

9.3%

1.3%

(ｱ)　趣味・スポーツ、教養・学習・文化に関する活動　

(ｲ)　町内会・自治会、高齢者クラブなどに関する活動 

(ｳ)　保育園・学校等の保護者会・ＰＴＡ活動、子ども育
成会活動　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(ｴ)　青少年健全育成に関する活動 　　　　　　　　　　　

(ｵ)　男女平等や女性問題について学習する会など男
女共同参画に関する活動 　 　　　　　　　　　

(ｶ)　消費者問題に関する活動（生協のリーダーなど）  

(ｷ)　社会福祉分野での活動 　　　　　　　　　　　　　　　

(ｸ)　保健・衛生・医療分野での活動　　　　　　　　　　　

(ｹ)　自然保護・公害防止など、環境問題に関する活動

(ｺ)　国際交流・国際協力・国際平和に関する活動　　　

(ｻ)　い　ず　れ　も　な　い　　　　　　　　　　　　　　　　　

(ｼ)　そ　　　の　　　他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１　現在参画している活動 ２　今後参画したい活動

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
資料：香取市「男女共同参画に関する市民意識調査」平成 20 年
31  



 

【 施策の方向 】 

（１）地域の中での男女共同参画の推進 

町内会や自治会、地域の美化活動、ボランティア活動等、幅広い地域活動に男女が

積極的に参加することで、互いに支えあい、一人ひとりが尊重され笑顔の溢れる地域

を目指します。 
 

事業名 事業内容 担当課 

町内会、自治会活動への

男女の共同参画意識の啓

発 

町内会、自治会活動への男女共同参画意識の高

揚に努めます。 市民活動推進課 

ＰＴＡ活動における男女

共同参画の促進 

ＰＴＡ活動に参加しやすい環境に配慮するよ

う、ＰＴＡや学校への働きかけを行います。 
生涯学習課 

学校教育課 

子ども会活動や青少年相

談員活動における男女共

同参画の促進 

子ども会活動や青少年相談員活動において、役

割等に性別の偏りが生じないよう働きかけを行

います。 

生涯学習課 

防災等における男女共同

参画の促進 

男女共同参画に配慮した防災計画への見直しを

行い、女性の視点を盛り込んだ防災対策を促進

します。 

総務課 

国際交流等での男女共同

参画の促進 

国際理解に役立つ情報の提供を行うとともに、

国際交流活動団体への支援を図り、国際的な視

点に立った男女共同参画を促進します。 

市民活動推進課 

ボランティア活動の普

及・啓発 

ボランティア活動に携わりたい市民を育成し、

活動しやすい環境を整備するとともに、情報交

換・交流等を促進します。 

 

市民活動推進課 

生涯学習課 

 

（２）地域福祉の向上促進 

ボランティア活動の振興と関係団体のネットワーク化を促進し、男性と女性、高齢

者と子ども、障害のある人とない人が、互いに手を取りあいながら地域活動に参画す

る地域福祉を促進します。 
 

事業名 事業内容 担当課 

地域福祉意識の啓発 地域福祉意識の高揚を図るため、福祉教育の実施

等の啓発活動に取り組みます。 社会福祉課 
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地域福祉体制の整備 高齢期を豊かに過ごすため、一人ひとりが生きが

いを持ち、孤立することのないよう地域の福祉ネ

ットワーク体制づくりを支援します。 

社会福祉課 

介護福祉課 

自立支援と社会参加の促

進 

高齢者や障害のある人が自立してその人らしく

地域で暮らすことのできるよう環境整備に努め、

社会参加の促進を図ります。 

介護福祉課 

障害福祉課 

障害のある人への相談、

情報提供の充実 

障害者の要望・相談に応えられる環境の整備を行

います。 障害福祉課 

地域福祉活動の促進 ボランティア活動に関する情報提供を行い、参加

機会を提供し、活動の活性化を図ります。 社会福祉課 

 

（３）交流の場、活動の場の提供 

市民活動センターを交流、活動の場として各種講座やワークショップ※の開催、団

体・グループの自主活動の支援や連携など、地域において女性が活躍できる環境整備

を図ります。 
 

事業名 事業内容 担当課 

交流や活動の場の提供 各種講座やワークショップを開催し、交流や活動

の場を広く提供します。 市民活動推進課 

地域で活動する各種団体

に関する情報の提供 

ホームページ等を活用し、地域で活動する各種団

体に関する情報を提供します。 市民活動推進課 

ボランティア活動の普

及・啓発（再掲） 

ボランティア活動に携わりたい市民を育成し、活

動しやすい環境を整備するとともに、情報交換・

交流等を促進します。 

市民活動推進課 

生涯学習課 
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 基本目標 

Ⅲ．互いの人権が尊重される地域社会の推進 

 
基本的人権の尊重という視点から人権の侵害につながる行為を防ぎ、男女

平等への意識をつくる教育・学習を推進します。 

 

目  標 
平成 20 年度 

現 状 値 

「学校教育」における男女の平等感を高める 59.4％ 

 

「学校教育」における男女の平等感 

 
59.4 %

62.0 %

68.1 %

香取市（722）

千葉県（947）

全 国（3,240）

 

 

 
注 ：（ ）内は回答者数 

資料：【市】市民意識調査(Ｈ20) 【県】県民意識調査(Ｈ16) 【国】世論調査(Ｈ21)  
施策の基本方向 

１．意識の醸成と相談体制の拡充 

２．暴力の防止と被害者支援の充実 

３．教育の場における男女平等に 
関する教育・学習の推進 

４．健康支援と生き方支援の促進 
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施策の基本方向１．意識の醸成と相談体制の拡充 

【 現状と課題 】 

男女共同参画社会においては、女性と男性がそれぞれの心身への理解を深め、互い

の性を尊重し、かつ、人権を尊重することのできる社会が求められます。 
その一方で、現状では、性の問題がメディアによって興味本位にとりあげられるこ

とも多く、性に関する正確な知識や情報を得ていくことが何よりも大切となります。

また、一般的に、女性と男性の間に生まれる暴力は、意識的であっても、無意識であ

っても、そのほとんどが相手を対等な存在と認めないことから起こります。 
アンケート調査によると、約４人に１人がこれまでに人権が侵害された経験がある

と回答しており、現状では人権尊重意識が不十分であるといえます。 
これは男女の人権が尊重され、その人らしく生きるという男女共同参画社会の理念

に反するものです。そのため、配偶者やパートナーからの暴力（ドメスティック・バ

イオレンス、ＤＶ）や職場におけるセクシュアル・ハラスメントなど、男女間のあら

ゆる暴力が性別による差別意識に根ざした問題であるという認識を高めていく必要が

あります。 
男女という性別による人権侵害をなくすため、意識の醸成や相談体制の拡充を推進

します。 
 

 

 

 

 

● 人権が侵害された経験 

25.9

38.7

30.3

23.8

27.1

19.4

23.3

74.1

61.3

69.7

76.2

72.9

76.7

ある ない

80.6

香取市 （726）

20歳代  （75）

30歳代  （99）

40歳代 （105）

50歳代 （177）

60歳代 （180）

70歳以上（60）

単位：％

注：（　）は回答者数。無回答を除く。

注 ：（ ）は回答者数。無回答は除く。 
資料：香取市「男女共同参画に関する市民意識調査」平成 20 年 
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● 人権侵害の内容 
 

 
50.8%

23.2%

7.0%

26.5%

6.5%

17.3%

8.1%

3.8%

6.5%

6.5%

１　あらぬうわさをたてられたり、悪口・かげ口を言われた
りした　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２　公的機関や職場から不当な扱いを受けた　　　　　　　

３　地域社会から仲間はずれにされた　　　　　　　　　　　

４　学校でいじめられたり仲間はずれにされたりした　　　

５　性別、出身地、国籍、障害などによる差別的な扱いを
受けた　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

６　プライバシーを侵害された 　　　　　　　　　　　　　　　　

７　ストーカー行為（つきまとい等）を受けた 　　　　　　　　

８　セクシュアル・ハラスメント（性的いやがらせ）を受けた

９　ドメスティック・バイオレンス（配偶者や恋人からの暴　
力）を受けた 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１０　そ　　　の　　　他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

● 人権が侵害された時の対応 

 

19.8%

44.3%

8.8%

7.4%

4.5%

2.7%

7.4%

2.1%

2.9%

１　相手に抗議する 　　　　　　　　　

２　身近な人に相談する 　　　　　　

３　法務局や人権擁護委員に相談
する 　　　　　　　　　　　　　　

４　県や市の担当部署に相談する　

５　警察に相談する 　　　　　　　　　

６　弁護士に相談する　　　　　　　　

７　黙って我慢する　　　　　　　　　　

８　被害の拡大を恐れ相談できない

９　そ　　の　　他　　　　　　　　　　　

 
資料：香取市「男女共同参画に関する市民意識調査」平成 20 年
資料：香取市「男女共同参画に関する市民意識調査」平成 20 年
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(回答者数=713)
（回答者数=185)



 

【 施策の方向 】 

（１）人権尊重意識の醸成と社会環境の整備 

男女間の暴力やセクシュアル・ハラスメント等は人権侵害であるとの認識を広く浸

透させるため、啓発活動や法律、制度の理解促進などに努めます。 
 

事業名 事業内容 担当課 

人権尊重意識の醸成 人権講演会を開催し、人権に対する意識の高揚を

図ります。 市民活動推進課 

人権尊重についての広

報・啓発 

人権啓発パンフレットの配布や人権擁護委員の

人権啓発活動を支援します。 市民活動推進課 

セクシュアル・ハラスメ

ント防止に向けた啓発

の推進 

セクシュアル・ハラスメント防止のためのポスタ

ー、パンフレットの配布の他、相談窓口の周知を

行います。 
市民活動推進課 

ＤＶやセクシュアル・ハ

ラスメントに関する情

報提供 

ＤＶやセクシュアル・ハラスメント等の性差に基

づく人権侵害や暴力の根絶に向け、必要な情報の

提供を積極的に行います。 
市民活動推進課 

 

（２）相談体制の拡充 

性別による差別的な取扱いなど、人権侵害に関する相談窓口の設置と関係機関との

連携による体制の拡充を図ります。 
 

事業名 事業内容 担当課 

相談体制の充実及び関

係機関との連携強化の

促進 

関係機関との連携を強化し、人権に関する相談体

制の充実を図ります。 市民活動推進課 

関係職員への研修機会

の提供 

関係職員に対して、被害者への人権等に配慮する

ことやその他必要な情報を収集できるよう、研修

機会を提供し、多様化する相談内容に対応しま

す。 

市民活動推進課 
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施策の基本方向２．暴力の防止と被害者支援の充実 

【 現状と課題 】 

配偶者等への暴力とは、身体的、心理的な危害や苦痛をもたらすすべての行為、ま

た、そのような行為を行うという脅迫等を含む幅広い概念です。 
このような暴力は、生活するあらゆる場面に見られますが、これまでは「家庭内の

こと」「夫婦の問題」「一部の人のこと」に置き換えられ、表面化しにくかったことも

あり、社会的な認識や対策も十分ではありませんでした。 
アンケート調査によると、配偶者やパートナーからの暴力（ドメスティック・バイ

オレンス、ＤＶ）やセクシュアル・ハラスメントの経験があるとした人は 10.3％にの

ぼります。 
これまで顕在化しにくかった暴力による人権侵害に対応するため、「配偶者からの暴

力の防止及び被害者の保護に関する法律（略称ＤＶ防止法）」に基づき、配偶者等から

の暴力を防止し、被害者を保護するとともに、暴力の実態の把握と実効性のある対策

に努めます。 
 

【 施策の方向 】 

（１）暴力の防止と被害者支援の充実 

配偶者等への暴力を防止するための認識の普及や意識啓発を図るとともに、被害者

の安全確保のため、関係機関との連携により、速やかに対応できる環境を整備し、相

談、保護、自立支援など被害者への支援を図ります。 
 

事業名 事業内容 担当課 

暴力に対する被害者への

支援 

男女間や世代間等でのあらゆる暴力に対する被

害者支援を図ります。 市民活動推進課 

ＤＶは人権侵害であるこ

との啓発の推進 

ＤＶ啓発パンフレットを配布するとともに、広

報紙やホームページ等により「女性に対する暴

力をなくす運動」の周知を行います。 

市民活動推進課 

ＤＶに関する相談窓口の

周知 

県の配偶者暴力相談支援センター等について、

チラシ等の配布や広報、ホームページ等の掲載

により周知を行います。 

市民活動推進課 

緊急保護を求めるＤＶ被

害者等への支援 

関係機関との連携を取り、被害者に適切な支援

を行います。また、状況に応じて緊急一時保護

の助成を行います。 
市民活動推進課 
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施策の基本方向３．教育の場における男女平等に関する教育・学習の推進 

【 現状と課題 】 

男女平等の意識は、子どもの頃から日常生活のなかで形成されるものであり、家庭

や地域・教育の場における取り組みが重要となります。また、世代によっては意識す

るしないに関わらず、男らしさ、女らしさといったジェンダー※のもとに子どもを育

てる傾向が見られますが、性別に関わりなく、子ども一人ひとりの個性や可能性を伸

ばすことが大切です。 
アンケート調査における分野別の男女の地位の平等に関しては「学校教育の場」に

おいて、男性が優遇されているとの回答は、すべての分野で最も少ない約２割にとど

まり、約６割の人が平等と回答しています。 
こうした結果から学校教育は、比較的男女平等な場と考えられますが、子どもたち

への学校教育は、これからの男女共同参画社会を形成するうえで重要な基礎となるも

のです。そのため、授業だけではなく、学校の日常生活や行事等においても積極的に

男女平等への取り組みが求められます。 
さらに、性別による役割分担意識は、次の世代を担う子どもの意識に大きく関わる

ことから家庭教育の充実や地域におけるさまざまな学習機会が必要であると言えます。 
また、さまざまな生涯学習活動が行われていますが、生涯学習により知識と経験を

深めていくことは、より多くの女性が社会のさまざまな分野に主体的に参画していく

力を身につけることにもつながります。 
学校教育における男女平等を推進し、生涯を通じた男女共同参画への理解を深める

学習機会を提供します。 
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●分野別男女の地位の平等感 

8.4

9.4

15.7

12.1

25.4

10.6

9.2

20.0

16.0

11.4

10.1

39.8

49.9

45.2

50.9

20.5

48.8

35.8

38.2

52.3

62.1

61.8

64.1

42.0

23.2

39.5

20.2

20.9

6.5

5.7

5.8

6.9

10.7

8.5

17.2

13.5

6.0

8.0

9.0

12.2

7.5

8.4

22.6 45.3

12.8

12.9

10.4

35.3

15.8

59.4

63.4

21.8

23.9

27.3

全　国（3118）

香取市（ 722）

全　国（3118）

香取市（ 692）

全　国（3118）

香取市（ 667）

全　国（3118）

香取市（ 690）

全　国（3118）

香取市（ 686）

全　国（3118）

香取市（ 692）

全　国（3118）

香取市（ 705）

男性が非常に優遇されている どちらかといえば男性が優遇されている

平等 どちらかといえば女性が優遇されている

女性が非常に優遇されている どちらともいえない

家庭の中で

職場の中で

学校教育の場で

　
政治の場で

法律や制度の上で

社会通念や慣習で

社会全体で

。

単位：％

注：（　）は回答者数。５％未満の数値は表記していない。無回答を除く。
　　全国値は、内閣府による「男女共同参画社会に関する世論調査」（平成19年８月調査）より
注 ：（ ）は回答者数。５％未満の数値は表記していない。無回答を除く。 
資料：香取市「男女共同参画に関する市民意識調査」平成 20 年 

   全国値は内閣府「男女共同参画社会に関する世論調査」平成 19 年８月 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
● 学校教育で大切なこと 

 
 

29.1%

40.0%

62.2%

46.6%

26.5%

2.9%

8.7%

5.1%

5.5%

１　学校生活全般において男女平等についての意識を 
高めること　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２　家庭科などを通じて、男女共に家庭生活に必要な　
知識・技術を教えること　　　　　　　　　　　　　　　

３　男女にかかわりなく、児童・生徒の個性や能力に応
じた生徒指導、進路指導を行うこと　　　　　　　　

４　互いの性を尊重しあうことや子どもを生み育てること
の大切さを教えること 　　　　　　　　　　　　　　　　

５　性別によって役割や順番を固定しないこと 　　　　　

６　女性の校長や教頭を増やすこと 　　　　　　　　　　　

７　校長や教頭、職員などに対し、男女平等について　
の研修を行うこと　　　　　　　　　　　　　　　　　　

８　わ　　か　　ら　　な　　い 　　　　　　　　　　　　　　　

９　そ　　　の　　　他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  
資料：香取市「男女共同参画に関する市民意識調査」平成 20 年
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(回答者数=725)



 

【 施策の方向 】 

（１）学校における男女平等に関する教育・学習の推進 

成長段階・発達段階にあわせた男女平等教育を推進するため、授業や学校行事、教

員の意識などあらゆる面で男女を差別しない学校教育を推進します。 
男女別の名簿やグループ分けなど必要以上に男女を分ける慣行の見直しや、性別に

こだわらず、多様な進路選択ができるよう進路指導の充実などを図ります。 
 

事業名 事業内容 担当課 

男女平等の視点を盛り

込んだ人権尊重教育の

推進 

人権尊重教育の一環として、男女平等について学

ぶ授業等を行います。 学校教育課 

性教育の推進 男女の身体の違いや生命を産み育てる両性のあ

り方等、男女生徒が対等の立場で互いの人権を尊

重しあう関係を育てる学習を実施します。 
学校教育課 

男女平等の視点に立っ

た進路指導の実施 

進路指導を行う上で、児童生徒や保護者に対し、

男女平等の視点に配慮し、個々に応じた指導を行

います。 
学校教育課 

教職員に対する男女共

同参画に関する研修の

実施 

教職員に対し、男女共同参画に関する研修等を実

施します。 学校教育課 

 

（２）社会における男女平等に関する教育・学習の推進 

家族全員が男女平等の視点に立って、家族が協働しながら次世代を担う子どもを育

てることができるよう情報の提供や啓発を行います。 
また、市民の男女平等への理解を深め、男女共同参画社会づくりに向けた実践活動

を促進するため生涯学習機会の提供を図ります。 
 

事業名 事業内容 担当課 

男女平等に関する講座

の充実 

男女平等に関する講座等の充実を図ります。 

市民活動推進課 
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施策の基本方向４．健康支援と生き方支援の促進 

【 現状と課題 】 

健康であることは女性にとっても男性にとっても重要なことですが、特に女性は、

妊娠・出産のための機能を有しているという特徴を持っています。子どもを安心して

産み育てられるような母子健康医療体制を充実させる一方で、男女が対等な関係のも

と妊娠・出産などについて理解しあえる環境づくりに努めます。 
また、関係機関と連携し、女性自らが心身の健康について正しい知識と情報を持ち、

生涯にわたり主体的に健康の保持・増進を図ることができるよう支援します。 
 
 
 
 
 
 

【 施策の方向 】 

（１）健康増進への支援促進 

性感染症・エイズ等の予防について関係機関との連携のもと、情報提供や普及啓発

に努めるとともに、健康を脅かす問題について知識の普及を図り、各年代に応じて適

切な健康管理ができるよう、健康教育、健康相談を充実します。 
 

事業名 事業内容 担当課 

性感染症・エイズ予防

と喫煙・飲酒・薬物乱

用防止の啓発 

感染症の予防や喫煙等が及ぼす健康への影響につ

いて、対象に合わせた啓発活動を行います。 
健康づくり課 

社会福祉課 

健康づくり意識の啓発

の推進 

広報紙やパンフレットの配布、イベント等により、

健康に対する意識の普及・啓発活動を推進します。 健康づくり課 

性差医療に関する情報

の収集・提供 

性差医療、相談等に関する情報の収集と提供を行い

ます。 健康づくり課 

性差や年代等に応じた

健康教育、健康相談の

充実 

健康教育、健康相談の実施において、性差や年代な

ど、個々に応じたきめ細やかな相談の対応に努めま

す。 

健康づくり課 

健診に対する情報提供

及び健診体制の整備 

妊婦・乳幼児健診、成人の健康診査（がん検診等）

の事業の充実、受けやすい健診体制の整備に努めま

す。 

健康づくり課 
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（２）妊娠・出産に関する支援の充実 

妊娠から出産までの一貫した母子保健サービスや周産期医療体制※を充実します。

特に、晩婚化、晩産化が進むなか、安全な出産を確保するため、ハイリスク妊婦※の

健康診査や働く女性のニーズにあった受診しやすい環境づくりに努めます。 
 

事業名 事業内容 担当課 

不妊治療費助成の充実 経済的負担を軽減するため、不妊治療費の助成を

行います。 子育て支援課 

妊娠・出産に伴う健康

支援の推進 

ママパパ教室、乳幼児の健康診査等を実施すると

ともに、妊婦健康診査受診券の利用を促し、安全

な妊娠・出産のための母子保健施策を推進します。 
健康づくり課 

妊娠・出産に関する相

談体制の充実 

妊産婦・新生児訪問相談活動により、育児相談や

必要な情報提供を行い、出産や育児に関する不安

を和らげます。 
健康づくり課 

妊産婦に対する理解と

協力 

妊産婦に関する正しい知識の普及に努め、妊産婦

への理解と協力を促します。 健康づくり課 

 
 

（３）男性の生き方支援 

男女ともに仕事と家庭生活、地域生活が両立されたライフスタイルの定着が図られ

るよう、多様な生き方や働き方に関する意識啓発と職場の理解促進に努めます。 
 

事業名 事業内容 担当課 

男性の生き方に関する

支援の促進 

男性の生き方について、多様な生き方が選択でき

る環境づくりに取り組みます。 
市民活動推進課 

生涯学習課 

男性のための生活技術

等の学習支援の促進 

男性を対象とした料理教室など、生活技術に関す

る講座等を開催します。 社会福祉課 

男性のための相談窓口

の活用促進 

男性のための総合相談窓口の活用を促進します。 

市民活動推進課 
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 基本目標 

Ⅳ．誰もが多様な生き方ができる体制の構築 
 
個人の意見を尊重し、男女が対等に参画できるよう女性の参画支援と人材

育成に取り組みます。 

 

目  標 
平成 20 年度

現 状 値 

審議会等における女性委員の占める割合を３０％まで高める 15.3％ 

市職員（うち一般行政職）の女性登用（課長相当職以上）の割合を１０％まで高める 6.6％ 

審議会等における女性委員の占める割合 

 
15.3 %

20.7 %

香取市

県内市町村

 

 

市職員（うち一般行政職）の女性登用（課長相当職以上）の割合 
 

6.6 %

4.0 %

香取市

県内市町村

 
 
 
 
 
 
施策の基

 
 
 
 

資料：内閣府「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況」平成 20 年度
本方向 

１．情報共有、参加・選択機会の平等
の推進 

２．意思決定過程への参画支援 

３．協働による体制づくりの推進 
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施策の基本方向１．情報共有、参加・選択機会の平等の推進 

【 現状と課題 】 

あらゆる分野に男女が対等に参画していくためには、ともに学習し、情報を共有し

つつ、必要に応じて相談できる体制が整っていることが重要です。 
しかし、現状では、講演会や講座に関して、内容によっては参加者の性別に偏りが

見られる場合もあります。 
男女が社会のあらゆる分野に参画し、その個性と能力を十分に発揮できるよう再就

職、起業、地域づくり等に関する情報を提供するとともに、必要な知識や能力を身に

つけるための学習機会の充実を図ります。 
また、誰もがさまざまな活動に自由に参加でき、多様な生き方を認めあえるよう参

加・選択機会の平等を推進します。 
 

 

 

● 仕事を始めるにあたって必要なこと 
 
 

21.6%

11.3%

24.7%

24.7%

9.3%

20.6%

9.3%

3.1%

１　資 格 や 免 許 の 取 得　　　　　　　　

２　技能や専門知識の習得　　　　　　　　

３　資　　　金 　　　　　　　　　　　　　　　　

４　就 業 に 関 す る 情 報 　　　　　　　　

５　働くための様々な相談に一元的に応 
じてくれる窓口 　　　　　　　　　　　

６　採用の年齢制限の撤廃または緩和　

７　配偶者（パートナー）等家族や周囲の
理解・協力　　　　　　　　　　　　　　

８　子育ての支援体制（保育施設の充実
や保育時間の延長など）　　　　　

９　介護支援体制（介護施設やホームヘ
ルパーの充実など）　　　　　　　　

１０　在宅勤務やフレックスタイム制度な 
ど、柔軟な勤務制度 　　　　　　　

１１　特　に　何　も　な　い 　　　　　　　　

１２　そ　　の　　他 　　　　　　　　　　　　　
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(回答者数=97) 

32.0%

39.2%

42.3%

33.0%

 
資料：香取市「男女共同参画に関する市民意識調査」平成 20 年



 

【 施策の方向 】 

（１）情報共有、学習機会の創出と相談体制の充実 

再就職、起業、地域活動、キャリアアップ等にチャレンジする人に役立つ男女共同

参画に関する情報を提供するとともに、関係機関と連携を図りながら、相談体制を充

実します。 

 
 

（２）参加・選択機会の平等の推進 

さまざまな活動に自由に参加でき、多様な生き方が選択できる機会が平等に確保さ

れるよう、意識の啓発や体制づくりに努めます。 

事業名 事業内容 担当課 

男女共同参画に関する

情報の収集・提供 

国・県及び地方公共団体・民間団体発行の資料の

収集に努めます。また、講座・イベント等のチラ

シやパンフレットを公共施設内や公共機関等に

設置するとともに、広報紙、ホームページ等を活

用した情報提供を行います。 

市民活動推進課 

男女共同参画に関する

講座、イベントの開催 

誰もが参加しやすい環境に配慮し、男女共同参画

に関する講座やイベント等を開催します。 市民活動推進課 

男女共同参画に関する

出前講座の実施 

市民からの依頼による出前講座を実施します。 

市民活動推進課 

事業名 事業内容 担当課 

参加・選択機会の平等へ

の意識啓発の促進 

誰もがさまざまな活動に自らの意思により、自由

に参加や選択ができるよう、意識の啓発に努めま

す。 
市民活動推進課 

多様な生き方を認めあ

う体制づくりの促進 

参加や選択機会の平等を推進することにより、多

様な生き方を認めあう体制づくりに取り組みま

す。 
市民活動推進課 
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施策の基本方向２．意思決定過程への参画支援 

【 現状と課題 】 

市の政策・方針決定に役割を果たしている審議会や委員会における女性の登用を進

めることは、市のあらゆる施策に男女の意見を十分に反映した男女共同参画の視点を

取り入れることにつながります。 
しかし、市民活動や地域活動の分野において、活動する女性は多いものの方針決定

過程への参画は少ない状況にあります。 
また、地域の団体などでは、主として活動を担っているのは女性でも、リーダーや

代表は男性というところが少なくありません。逆に、男性は決定権はあるが、地域活

動への参加機会は少なくなっています。 
これからは、男性の地域社会への参加を広めるとともに、女性が方針決定の場に参

画することにより、新たな視点や発想をまちづくりに反映させていくことに努めます。 
 

 
● 審議会、委員会等の女性委員の状況について 
 (回答者数=695) 

 
13.1%

48.1%

15.4%

1.0%

15.7%

6.8%

１　今のままでよい 　　　　　　

２　もう少し女性が増えた方が
よい　　　　　　　　　　　

３　男女半々くらいになった方
がよい　　　　　　　　　

４　男性を上回るほど、女性が
増えた方がよい 　　　　

５　どちらともいえない　　　　　

６　わからない 　　　　　　　　　

 
資料：香取市「男女共同参画に関する市民意識調査」平成 20 年
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【 施策の方向 】 

（１）意思決定過程への参画促進 
女性の意見が反映されにくい審議会等をなくすため、女性の登用に努めるとともに、

女性の参画率を高めます。また、各種団体や町内会、ＰＴＡ等、あらゆる分野の方針

決定過程への女性の参画を促進します。 
 

事業名 事業内容 担当課 

審議会等への女性委員

の登用の推進 

各種審議会等委員への女性の積極的な登用を推

進します。 市民活動推進課 

女性管理職の育成 女性職員の育成・登用を推進します。 
職員課 

企業等に対する方針決

定への女性の参画の働

きかけ 

性別にとらわれず優秀な人材を登用できる環境

づくりに努めるよう、企業等へＰＲします。 商工観光課 

農業経営等に関する方

針決定等への女性の参

画の働きかけ 

農業経営等において女性の参画が積極的に行わ

れるよう、働きかけを行います。 
農政課 

農業委員会 

 

（２）人材育成のための教育・学習機会の充実 
誰もが多様な能力を身につけ、自らの意志によりあらゆる意思決定に参画する力を

つけていくための教育・学習機会を充実します。 
 

事業名 事業内容 担当課 

女性のエンパワーメン

トのための支援 

女性のエンパワーメント※につながる学習や情

報の提供等を行います。 市民活動推進課 

人材を育成する機会の

充実 

各種講座を開催し、多様な能力を引き出す学習の

機会を提供します。 市民活動推進課 

能力向上、意識啓発のた

めの各種研修への女性

職員の参加促進 

各種研修の参加を促進し、女性職員の行政能力の

さらなる向上に努めます。 職員課 

市職員に対する男女共

同参画に関する研修の

実施 

市職員を対象に男女共同参画に関する研修を実

施します。 
市民活動推進課 

職員課 
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施策の基本方向３．協働による体制づくりの推進 

【 現状と課題 】 

本計画を推進するためには、市職員をはじめ、市民、市民団体、企業などが計画に

対する理解を深め、全市的な広がりをもって、あらゆる分野で男女共同参画社会の実

現に向けて積極的に取り組んでいく必要があります。 
庁内においては、市職員の意識を高めるとともに、計画の実行に際しては横断的な

取り組みが求められます。また、そうした取り組みの効果について検証していく必要

があります。 
市では、市民の積極的な参画のもと市民団体、企業との連携を図りながら男女共同

参画社会の実現に向けた体制づくりを推進します。 
 
 
 
 
【 施策の方向 】 

（１）推進体制の充実 

庁内における総合的な推進体制をつくるとともに、主体的に活動する市民への積極

的支援や、市民団体、企業との連携を図りながら計画を推進します。また、市が実施

する施策や事業が男女共同参画の視点で行われるよう配慮します。 
 

事業名 事業内容 担当課 

庁内推進体制の充実 庁内における推進体制の充実を図るとともに、そ

の効果について検証していきます。 市民活動推進課 

推進組織の充実 市民などで構成する男女共同参画推進懇話会等の

充実を図ります。 市民活動推進課 
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（２）国・県との連携強化 

男女共同参画社会の実現に向けた取り組みは、社会情勢の変化にも対応した施策の

展開が必要なことから、国・県と連携して効果的な取り組みに努めます。 
 

 

事業名 事業内容 担当課 

国・県との連携した取

り組みの推進 

国・県との連携を密にし、男女共同参画施策の推

進に取り組みます。 

 
市民活動推進課 

男女共同参画に関する

情報の収集・提供（再

掲） 

国・県及び地方公共団体・民間団体発行の資料の

収集をするとともに、講座・イベント等のチラシ

やパンフレットを公共施設内や公共機関等に設

置、提供します。 

市民活動推進課 

県内市町村との情報交

換 

県内市町村との情報交換を積極的に行い、男女共

同参画施策の推進に取り組みます。 市民活動推進課 
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１．香取市の男女共同参画の取り組み 

年 月 日 作 業 内 容 

平成 20 年 1 月 28 日(月) 平成 19 年度第 1回香取市男女共同参画推進本部及び幹事会 

①香取市男女共同参画推進本部及び幹事会の設置について 

②今後の男女共同参画施策推進の方法について 

③男女共同参画の推進について 

平成 20 年 3 月 18 日(火) 平成 19 年度第 1回香取市男女共同参画推進懇話会 

①役員の選出について 

②香取市における男女共同参画推進体制について 

③千葉県内の男女共同参画推進現状について 

④今後の男女共同参画施策の推進方法について 

平成 20 年 7 月 1 日(火) 

～15 日(火) 

男女共同参画に関する市民意識調査 

平成 20 年 8 月 6 日(水) 

18 日(月) 

22 日(金) 

全４回開催 

男女共同参画に関する職員研修会 

①男女共同参画社会とは 

②男女共同参画社会基本法 

③男女共同参画に関する国内外の動き 

④男女共同参画をめぐる現状 

⑤千葉県男女共同参画計画（第 2次） 

平成 20 年 8 月 29 日(金) 香取市男女共同参画推進本部・推進本部幹事会委員研修会 

①男女共同参画とは 

②男女共同参画をめぐる国内外の動き 

③男女共同参画社会基本法について 

④我が国における男女共同参画の現状 

⑤男女共同参画計画（第２次）について 

⑥千葉県男女共同参画計画（第２次）について 

平成 20 年 9 月 18 日(木) 

～30 日(火) 

男女共同参画に関する職員意識調査 

平成 20 年 12 月 17 日(水) 平成 20 年度第 1回香取市男女共同参画推進懇話会 

①平成 20 年度の取組みについて 

②男女共同参画に関する市民意識調査報告書について 

③男女共同参画に関する職員意識調査報告書について 

④男女共同参画地域セミナーの開催について 

平成 21 年 3 月 19 日(木) 平成 20 年度第 2回香取市男女共同参画推進懇話会 

①香取市における男女共同参画の推進について 

②研修「男女共同参画と地域づくり」 

平成 21 年 4 月 1 日(水) 

～ 

香取市男女共同参画計画(案)検討・作成 

平成 21 年 10 月 1 日(木) 

12 日(月) 

全４回開催 

(仮称)香取市男女共同参画計画説明会 

①香取市市民協働指針(かとりの風)について 

②(仮称)香取市男女共同参画計画の策定について 
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平成 21 年 10 月 15 日(木) 

21 日(水) 

男女共同参画に関する職員研修会 

①講義「男女共同参画の視点での事業の進め方」 

②(仮称)香取市男女共同参画計画について 

③グループワーク 

平成 21 年 11 月 16 日(月) 香取市小見川区協議会 

・(仮称)香取市男女共同参画計画について 

平成 21 年 11 月 17 日(火) 香取市佐原区協議会 

・(仮称)香取市男女共同参画計画について 

平成 21 年 11 月 18 日(水) 香取市栗源区協議会 

・(仮称)香取市男女共同参画計画について 

平成 21 年 11 月 19 日(木) 香取市山田区協議会 

・(仮称)香取市男女共同参画計画について 

平成 21 年 12 月 24 日(木) 

～平成 22 年 1 月 7 日(木) 

関係課における男女共同参画に係る事業確認作業 

平成 22 年 1 月 12 日(火) 平成 21 年度第 1回香取市男女共同参画推進本部幹事会 

・(仮称)香取市男女協働参画計画(案)について 

平成 22 年 2 月 1 日(月) 

 

平成 21 年度第 1回香取市男女共同参画推進本部 

・香取市男女共同参画計画(案)について 

平成 22 年 2 月 1 日(月) 

 

平成 21 年度第 1回香取市男女共同参画推進懇話会 

・香取市男女共同参画計画(案)について 

平成 22 年 2 月 4 日(木) 

 

香取市男女共同参画計画(案)説明会 

・香取市男女共同参画計画(案)について 

平成 22 年 2 月 4 日(木) 

 

香取市栗源区協議会 

・香取市男女共同参画計画(案)について 

平成 22 年 2 月 5 日(金) 

 

香取市山田区協議会 

・香取市男女共同参画計画(案)について 

平成 22 年 2 月 9 日(火) 

 

香取市議会全員協議会 

・香取市男女共同参画計画(案)について 

平成 22 年 2 月 9 日(火) 

～ 3 月 1 日(月) 

パブリックコメント 

平成 22 年 2 月 10 日(水) 香取市小見川区協議会 

・香取市男女共同参画計画(案)について 

平成 22 年 2 月 12 日(金) 香取市佐原区協議会 

・香取市男女共同参画計画(案)について 

平成 22 年 3 月中旬～ ・パブリックコメント実施結果の公表 

・平成 21 年度第 2回香取市男女共同参画推進本部 

・平成 21 年度第 2回香取市男女共同参画推進懇話会 

・香取市男女共同参画計画策定 
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２．世界・国・県の男女共同参画の動き 

 世 界 日 本 千 葉 県 

昭和 50 年 

（1975 年） 

・国際婦人年（目標：平等、開発、平和） 
・国際婦人年世界会議（メキシコシ

ティ）「世界行動計画」採択 

・婦人問題企画推進本部設置 
・婦人問題企画推進本部に参与設置 
・婦人問題企画推進本部会議開催 

 

昭和 52 年 

（1977 年） 

 ・「国内行動計画」策定 
・国立婦人教育会館オープン 

・千葉県婦人問題行政連絡協議会設置 

昭和 53 年 

（1978 年） 

  ・「青少年課」を「青少年婦人課」

に改組し婦人班を設置 
昭和 54 年 

（1979 年） 

・国連第 34 回総会「女子差別撤廃

条約」採択 
 ・各支庁に婦人問題担当窓口を設置 

昭和 55 年 

（1980 年） 
・「国連婦人の十年」中間年世界会

議（コペンハーゲン）「国連婦人

の十年後期行動プログラム」採択 

 ・婦人広報誌「ちばの婦人」創刊 

昭和 56 年 

（1981 年） 

 ・「国内行動計画後期重点目標」策定 ・「千葉県婦人施策推進総合計画」策定 
・千葉県青少年婦人会館開設 

昭和 57 年 

（1982 年） 

  ・婦人問題推進のつどい開催 

昭和 58 年 

（1983 年） 

  ・女性管理能力養成講座開設 

昭和 59 年 

（1984 年） 

・「国連婦人の十年」ESCAP 地域政

府間準備会議開催（東京） 
  

昭和 60 年 

（1985 年） 

・「国連婦人の十年」ナイロビ世界会議 
（西暦2000 年に向けての）「婦人の

地位向上のためのナイロビ将来戦

略」採択（目標：平等、開発、平和） 

・「国籍法」改正 
・「男女雇用機会均等法」公布 
・「女子差別撤廃条約」批准 

・「婦人問題に関する意識調査」実施 
・千葉県婦人問題懇話会設置 

昭和 61 年 

（1986 年） 
 ・婦人問題企画推進本部拡充：構成

を全省庁に拡大、任務も拡充 
・婦人問題企画推進有識者会議開催 

・婦人フォーラム県大会開催 
・「千葉県婦人計画」策定 
・婦人の海外派遣（婦人のつばさ）実施 

昭和 62 年 

（1987 年） 

 ・「西暦 2000 年に向けての新国内行

動計画」策定 
・婦人問題企画推進本部参与拡充 

 

昭和 63 年 

（1988 年） 

・女子差別撤廃条約実施状況第１回

報告審査 
 ・国際婦人フォーラム開催 

平成元年 

（1989 年） 

 ・学習指導要領の改訂（高等学校家

庭科の男女必修等） 
・「婦人問題に関する意識調査」実施 

平成２年 

（1990 年） 

・国連婦人の地位委員会拡大会期 
・国連経済社会理事会 
「婦人の地位向上のためのナイロ

ビ将来戦略に関する第１回見直し

と評価に伴う勧告及び結論」採択 

 ・「青少年婦人課」に「婦人政策室」

設置 

平成３年 

（1991 年） 

 ・「西暦 2000 年に向けての新国内行

動計画（第１次改定）」策定 
・「育児休業法」公布 

・「さわやかちば女性プラン」策定 

平成４年 

（1992 年） 

  ・「青少年婦人課婦人政策室」を「青

少年女性課女性政策室」と変更 

平成５年 

（1993 年） 
  ・千葉県女性白書「ちば女性のすがた」発刊 

・「男女共同参加型社会に向けての

県民意識調査」実施 

平成６年 

（1994 年） 

・女子差別撤廃条約実施状況第２，

３回報告審査 
・ESCAP地域準備会議（ジャカルタ） 

・男女共同参画室、男女共同参画審

議会、男女共同参画推進本部設置

（婦人問題企画推進本部を改組） 
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平成７年 

（1995 年） 

・第４回世界女性会議 平等、開発、
平和のための行動（北京） 
「北京宣言及び行動綱領」採択 

・「育児休業法」改正・介護休業制
度の法制化 

・第 4 回世界女性会議（NGO フォ
ーラム）派遣事業実施 

平成８年 

（1996 年） 

 ・「男女共同参画ビジョン」答申 
・「男女共同参画推進連携会議（え
がりてネットワーク）」発足 

・「男女共同参画2000 年プラン」策定 

・「ちば新時代女性プラン」策定 
・千葉県女性センター開設 

平成９年 

（1997 年） 

 ・「男女共同参画審議会設置法」施行 
・「男女雇用機会均等法」改正 

 

平成 10 年 

（1998 年） 

 ・男女共同参画審議会「男女共同参
画社会基本法について」答申 

・「男女共同参画社会の実現に向け
ての県民意識調査」実施 

平成 11 年 

（1999 年） 

・ESCAP ハイレベル政府間会議
（バンコク） 

・「改正男女雇用機会均等法」施行 
・「女性に対する暴力のない社会を
めざして」答申 

・「男女共同参画社会基本法」公布・施行 

 

平成 12 年 

（2000 年） 

・国連特別総会「女性 2000 年会議」
（ニューヨーク） 

・男女共同参画審議会「女性に対する
暴力に関する基本的方策」答申 
・男女共同参画審議会「男女共同参画
基本計画策定にあたっての基本的な
考え方」答申 
・「ストーカー規制法」公布 
・「男女共同参画基本計画（第１次）」閣議決定 

・「千葉県女性施策推進懇話会」を
「千葉県男女共同参画推進懇話
会」へ改称 
・「青少年女性課女性政策室」から
「男女共同参画課」に改組 

平成 13 年 

（2001 年） 

 ・男女共同参画局、男女共同参画会
議設置 
・「配偶者暴力防止法」公布、施行 

・「千葉県男女共同参画計画」策定 

平成 14 年 

（2002 年） 
 ・「改正育児・介護休業法」施行 ・千葉県女性サポートセンター開設 

・男女共同参画課内にＤＶ対策担当
チームを設置 

平成 15 年 

（2003 年） 

・女子差別撤廃条約実施状況第４，
５回報告審査 

・男女共同参画推進本部「女性のチャ
レンジ支援策の推進について」決定 
・「少子化社会対策基本法」公布、施行 
・「次世代育成支援対策推進法」公布、施行 

 

平成 16 年 

（2004 年） 

 ・「配偶者暴力防止法」改正及び同
法に基づく基本方針の策定 
・「刑法」改正 

・「男女共同参画社会の実現に向け
ての県民意識調査」の実施 

平成 17 年 

（2005 年） 

・第 49 回国連婦人の地位委員会 
（「北京＋ 10 」閣僚級会合） 
（ニューヨーク） 

・「改正育児・介護休業法」施行 
・男女共同参画会議「男女共同参画社会
の形成促進に関する施策の基本的な方
向について」答申 

・「男女共同参画基本計画（第２次）」
閣議決定 
・女性の再チャレンジ支援策検討会議
「女性の再チャレンジ支援プラン」決定 

 

平成 18 年 

（2006 年） 

・第１回東アジア男女共同参画担当
大臣会合の開催（東京） 

・「男女雇用機会均等法」改正 ・「千葉県ＤＶ防止・被害者支援基
本計画」策定 

・ちば県民共生センター・同東葛飾
センター開設 
・「千葉県男女共同参画計画（第2 次）」策定 

平成 19 年 

（2007 年） 

・第２回東アジア男女共同参画担当
大臣会合の開催（インド） 

・「短時間労働者の雇用管理の改善
等に関する法律」改正 

・少子化社会対策会議「子どもと家族を
応援する日本」重点戦略取りまとめ 
・「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・

バランス）憲章」及び「仕事と生活
の調和推進のための行動指針」策定 
・「配偶者暴力防止法」改正 

・「千葉県男女共同参画推進連携会
議」発足 

平成 20 年 

（2008 年） 

・女子差別撤廃条約実施状況第６回
報告提出 

・厚生労働省「新待機児童ゼロ作戦」決定 
・「次世代育成支援対策推進法」改正 
・「配偶者からの暴力の防止及び被
害者の保護のための施策に関す
る基本的な方針」改定 
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３．男女共同参画社会基本法 

（平成十一年六月二十三日法律第七十八号） 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、男女平等の実現に向け

た様々な取組が、国際社会における取組とも連動しつつ、着実に進められてきたが、なお一層の努

力が必要とされている。 

一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等我が国の社会経済情勢の急速な変化に対応し

ていく上で、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その

個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現は、緊要な課題となっている。 

このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実現を二十一世紀の我が国社会を決定する最重

要課題と位置付け、社会のあらゆる分野において、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の

推進を図っていくことが重要である。 

ここに、男女共同参画社会の形成についての基本理念を明らかにしてその方向を示し、将来に向

かって国、地方公共団体及び国民の男女共同参画社会の形成に関する取組を総合的かつ計画的に推

進するため、この法律を制定する。 

 

第１章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある

社会を実現することの緊要性にかんがみ、男女共同参画社会の形成に関し、基本理念を定め、並びに

国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、男女共同参画社会の形成の促進に関する

施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進する

ことを目的とする。 

（定義） 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

一 男女共同参画社会の形成 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあら

ゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及

び文化的利益を享受することができ、かつ、ともに責任を担うべき社会を形成することをいう。 

二 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内におい

て、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。 

（男女の人権の尊重） 

第三条 男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別による

差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の男女

の人権が尊重されることを旨として、行われなければならない。 

（社会における制度又は慣行についての配慮） 

第四条 男女共同参画社会の形成に当たっては、社会における制度又は慣行が、性別による固定的な役
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割分担等を反映して、男女の社会における活動の選択に対して中立でない影響を及ぼすことにより、

男女共同参画社会の形成を阻害する要因となるおそれがあることにかんがみ、社会における制度又は

慣行が男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものとするように配

慮されなければならない。 

（政策等の立案及び決定への共同参画） 

第五条 男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の対等な構成員として、国若しくは地方公共団体に

おける政策又は民間の団体における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されること

を旨として、行われなければならない。 

（家庭生活における活動と他の活動の両立） 

第六条 男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養

育、家族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、か

つ、当該活動以外の活動を行うことができるようにすることを旨として、行われなければならない。 

（国際的協調） 

第七条 男女共同参画社会の形成の促進が国際社会における取組と密接な関係を有していることにか

んがみ、男女共同参画社会の形成は、国際的協調の下に行われなければならない。 

（国の責務） 

第八条 国は、第三条から前条までに定める男女共同参画社会の形成についての基本理念（以下「基本

理念」という。）にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策（積極的改善措置を含む。

以下同じ。）を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

（地方公共団体の責務） 

第九条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関し、国の施策に準

じた施策及びその他のその地方公共団体の区域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有

する。 

（国民の責務） 

第十条 国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、

男女共同参画社会の形成に寄与するように努めなければならない。 

（法制上の措置等） 

第十一条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政

上の措置その他の措置を講じなければならない。 

（年次報告等） 

第十二条 政府は、毎年、国会に、男女共同参画社会の形成の状況及び政府が講じた男女共同参画社会

の形成の促進に関する施策についての報告を提出しなければならない。 

２ 政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参画社会の形成の状況を考慮して講じようとする男女共

同参画社会の形成の促進に関する施策を明らかにした文書を作成し、これを国会に提出しなければな

らない。 
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第二章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策 

（男女共同参画基本計画） 

第十三条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、

男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な計画（以下「男女共同参画基本計画」という。）を

定めなければならない。 

２ 男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の大綱 

二 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推

進するために必要な事項 

３ 内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見を聴いて、男女共同参画基本計画の案を作成し、閣議の

決定を求めなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、男女共同参画基本計画

を公表しなければならない。 

５ 前二項の規定は、男女共同参画基本計画の変更について準用する。 

（都道府県男女共同参画計画等） 

第十四条 都道府県は、男女共同参画基本計画を勘案して、当該都道府県の区域における男女共同参画

社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画（以下「都道府県男女共同参画計画」という。）

を定めなければならない。 

２ 都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 都道府県の区域において総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関する

施策の大綱 

二 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策

を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項 

３ 市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県男女共同参画計画を勘案して、当該市町村の区域に

おける男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画（以下「市町村男女共同

参画計画」という。）を定めるように努めなければならない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参画計画又は市町村男女共同参画計画を定め、又は変更

したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

（施策の策定等に当たっての配慮） 

第十五条 国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、

及び実施するに当たっては、男女共同参画社会の形成に配慮しなければならない。 

（国民の理解を深めるための措置） 

第十六条 国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、基本理念に関する国民の理解を深めるよう適

切な措置を講じなければならない。 

（苦情の処理等） 

第十七条 国は、政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策又は男女共同参画社会の
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形成に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情の処理のために必要な措置及び性別による差

別的取扱いその他の男女共同参画社会の形成を阻害する要因によって人権が侵害された場合におけ

る被害者の救済を図るために必要な措置を講じなければならない。 

（調査研究） 

第十八条 国は、社会における制度又は慣行が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響に関する調査研究

その他の男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の策定に必要な調査研究を推進するように努

めるものとする。 

（国際的協調のための措置） 

第十九条 国は、男女共同参画社会の形成を国際的協調の下に促進するため、外国政府又は国際機関と

の情報の交換その他男女共同参画社会の形成に関する国際的な相互協力の円滑な推進を図るために

必要な措置を講ずるように努めるものとする。 

（地方公共団体及び民間の団体に対する支援） 

第二十条 国は、地方公共団体が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策及び民間の団体

が男女共同参画社会の形成の促進に関して行う活動を支援するため、情報の提供その他の必要な措置

を講ずるように努めるものとする。 

 

第三章 男女共同参画会議 

（設置） 

第二十一条 内閣府に、男女共同参画会議（以下「会議」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第二十二条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

一 男女共同参画基本計画に関し、第十三条第三項に規定する事項を処理すること。 

二 前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、男女共同参画社会の形成

の促進に関する基本的な方針、基本的な政策及び重要事項を調査審議すること。 

三 前二号に規定する事項に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び関係

各大臣に対し、意見を述べること。 

四 政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の実施状況を監視し、及び政府の施

策が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響を調査し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及

び関係各大臣に対し、意見を述べること。 

（組織） 

第二十三条 会議は、議長及び議員二十四人以内をもって組織する。 

（議長） 

第二十四条 議長は、内閣官房長官をもって充てる。 

２ 議長は、会務を総理する。 
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（議員） 

第二十五条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。 

一 内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者 

二 男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者 

２ 前項第二号の議員の数は、同項に規定する議員の総数の十分の五未満であってはならない。 

３ 第一項第二号の議員のうち、男女のいずれか一方の議員の数は、同号に規定する議員の総数の十分

の四未満であってはならない。 

４ 第一項第二号の議員は、非常勤とする。 

（議員の任期） 

第二十六条 前条第一項第二号の議員の任期は、二年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の

残任期間とする。 

２ 前条第一項第二号の議員は、再任されることができる。 

（資料提出の要求等） 

第二十七条 会議は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に

対し、監視又は調査に必要な資料その他の資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求める

ことができる。 

２ 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の

者に対しても、必要な協力を依頼することができる。 

（政令への委任） 

第二十八条 この章に定めるもののほか、会議の組織及び議員その他の職員その他会議に関し必要な事

項は、政令で定める。 

 

附 則（平成十一年六月二三日法律第七八号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。 

（男女共同参画審議会設置法の廃止） 

第二条 男女共同参画審議会設置法（平成九年法律第七号）は、廃止する。 

 

附 則 （平成十一年七月十六日法律第百二号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日から施行

する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

（施行の日＝平成十三年一月六日） 

一 略 

二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 

公布の日 
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（委員等の任期に関する経過措置） 

第二十八条 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員そ

の他の職員である者（任期の定めのない者を除く。）の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期

を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。 

一から十まで 略 

十一 男女共同参画審議会 

（別に定める経過措置） 

第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、

別に法律で定める。 

 

附 則 （平成十一年十二月二十二日法律第百六十号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の

各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

 

（以下略） 
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４．香取市男女共同参画推進懇話会設置要綱 

（設置） 

第１条 市は、男女共同参画社会の形成を推進するにあたり、広く市民の意見を聴くため、香取市男女

共同参画推進懇話会（以下「懇話会」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 懇話会は、次に掲げる事項について協議し、意見等を市長に提言する。 

(１) 男女共同参画に関する施策の推進に関すること。 

(２) 男女共同参画計画の策定及び推進に関すること。 

(３) 前２号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成に必要と認める事項 

（組織） 

第３条 懇話会は、委員 15 人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(１) 識見を有する者 

(２) 関係団体の代表者 

(３) 地域住民を代表する者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者

の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

（会長及び副会長） 

第５条 懇話会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、懇話会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 懇話会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによ

る。 

第７条 会長は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴く

ことができる。 

（庶務） 

第８条 懇話会の庶務は、市長の定める機関において処理する。 

（その他） 

第９条 この告示に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

附 則 

この告示は、公示の日から施行する。 
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５．香取市男女共同参画推進懇話会委員名簿 

（敬称略） 

氏 名 区分、団体等の名称等 

林   藤 江 第１号委員 元千葉県男女共同参画推進懇話会委員 会長 

遠 藤 龍 一 第１号委員 弁護士  

小 林 尚 英 第２号委員 香取人権擁護委員協議会香取支部会長  

香 取 昭 一 第２号委員 民生委員児童委員協議会連合会長  

堀 越 豊 文 第２号委員 香取郡市ＰＴＡ連絡協議会会長  

谷 本 智 信 第２号委員 香取市子ども会育成連合会会長  

伊 藤 はつ子 第２号委員 ＪＡさわら女性部長  

鈴 木 三千子 第２号委員 ＪＡかとり女性部  

小 川 静 子 第２号委員 佐原商工会議所女性会  

片 岡 久 江 第２号委員 香取市商工会女性部長  

本 郷 靖 枝 第３号委員 佐原区協議会副会長 副会長 

林   三和子 第３号委員 小見川区協議会委員  

椎 名 宥 心 第３号委員 山田区協議会委員  

髙 木 美津江 第３号委員 栗源区協議会委員  

平成２２年２月現在 
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６．香取市男女共同参画推進本部設置要綱 

（設置） 

第１条 市における男女共同参画に関する施策の総合的かつ効果的な推進を図るため、香取市男女共同

参画推進本部（以下「推進本部」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 推進本部は、次に掲げる事務を所掌する。 

(１) 男女共同参画に関する施策の推進及び調整に関すること。 

(２) 男女共同参画計画の策定、推進及び調整に関すること。 

(３) 前２号に掲げるもののほか、男女共同参画に関する施策に関すること。 

（組織） 

第３条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織し、別表に掲げる職にある者をもって

充てる。 

２ 本部長は、推進本部の会務を総理し、本部を代表する。 

３ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第４条 推進本部は、本部長が招集し、議事を主宰する。 

２ 本部長は、必要があると認めたときは、推進本部に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことが

できる。 

（幹事会） 

第５条 推進本部に、幹事会を置く。 

２ 幹事会は、男女共同参画に関する施策等の推進について調査研究し、推進本部に報告する。 

３ 幹事会の委員は、本部長が指名する職員をもって充てる。 

４ 幹事会に、幹事長及び副幹事長を置く。 

５ 幹事長は男女共同参画担当部長を、副幹事長は男女共同参画担当課長をもって充てる。 

（庶務） 

第６条 推進本部の庶務は、市長の定める機関において処理する。 

（その他） 

第７条 この訓令に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。 

附 則 

この訓令は、公示の日から施行する。 

別表（第３条第１項） 

区分 職名 

本部長 副市長 

副本部長 男女共同参画担当部長 

本部員 部長、会計管理者、議会事務局長、区事務所長 
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７．用語の解説 

掲載 

ページ 
用 語 解 説 

Ｐ１ 

男女雇用機会均等法 正式名称を「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保

等に関する法律」といい、「勤労婦人福祉法」を前身として昭和 60 年

（1985 年）に改正された。「性別を理由とする差別の禁止」「間接差別

の禁止」「婚姻・妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止」「セ

クシュアル・ハラスメントの防止」等により構成される。現在までに

２度の改正が行われ、平成 18 年（2006 年）の改正では男性への差別

の禁止も明記された。 

Ｐ1 

育児・介護休業法 正式名称を「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者

の福祉に関する法律」といい、平成７（1995）年に育児休業法を改正

し、この名称に改正された。労働者から育児・介護休業の申請があっ

た場合の事業主（使用者）の義務及び育児・介護休業の条件等につい

て定める法律で、当初は努力義務とされたが、平成 11（1999）年４月

からは全ての事業所に義務づけられた。 

Ｐ１ 
仕事と生活の調和 
（ワーク・ライフ・バランス） 

一人ひとりが、やりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任

を果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高

年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる

こと。 
Ｐ2 協働 異なる者が共通の目的を達成するために、それぞれの能力を活かし、

対等な立場で協力すること。 

Ｐ10 

性別による固定的役割分担

意識 

男女を問わず個人の能力等によって役割の分担を決めることが適当

であるにも関わらず、男性、女性という性別を理由として、役割を固

定的に分けること。「男は仕事、女は家庭」、「男性は主要な業務・女性

は補助的な業務」等は固定的な考え方により、男性・女性の役割を決

めている例。 

Ｐ10 

セクシュアル・ハラスメント 「性的いやがらせ」のことで、継続的な人間関係において、優位な力関

係を背景に、相手の意思に反して行われる性的な言動であり、単に雇用関

係にあるものの間のみならず、施設における職員とその利用者との間や、

団体における構成員間など、様々な生活の場で起こりうる。 

Ｐ24 フレックスタイム 労働者自身が一定の定められた時間帯の中で、始業及び終業の時刻

を決定することができる変形労働時間制の一つ。 

Ｐ25 

家族経営協定 家族経営が中心の日本の農業が、魅力ある職業となり、男女を問わ

ず意欲を持って取り組めるようにするためには、経営内において家族

一人ひとりの役割と責任が明確となり、それぞれの意欲と能力を十分

に発揮できる環境づくりが必要となる。「家族経営協定」はこれを実現

するために、農業経営を担っている世帯員相互間のルールを文書にし

て取り決めたもの。 

Ｐ33 
ワークショップ 元々は「仕事場、工房」の意味で、講義など一方的な知識伝達のス

タイルではなく、参加者が自ら参加・体験し、グループの相互作用の

中で自由に討論し、交流すること。 

Ｐ４０ ジェンダー 生物学的な性別を示す「セックス」に対して、社会的・文化的に女（男）

はこうあるべきとした性別の概念のこと。 

Ｐ44 
周産期医療体制 妊娠満２２週から生後１週未満までの期間を周産期と呼ぶが、この期間

の突発的な緊急事態に備えた、産科・小児科双方からの一貫した総合的な

医療体制のこと。 

Ｐ44 ハイリスク妊婦 母体または胎児が重篤な病気を発症したり死亡する可能性が通常より高

い、出産の前後に何らかの合併症が起こる可能性が通常より高い妊婦のこと。 

Ｐ4９ 
女性のエンパワーメント 直訳は「力をつけること」。女性が自らの意識と能力を高め、政治的、経済

的、社会的及び文化的に力を持ち、よりよい社会を築いていくための変革の

主体になること。 
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